
 承認第２号 

 

   専決処分事項の承認を求めることについて 

 

 かすみがうら市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分した

ので、同条第３項の規定により、これを議会に報告し、承認を求めるもの。 

 

   平成２９年６月６日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   
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専 決 処 分 書 

 

 かすみがうら市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、議会

の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕が

ないことが明らかであると認め、別紙のとおり専決処分する。 

 

  平成２９年３月３１日 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

 理 由 

  地方税法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第２号）が、平成２９

年３月３１日に公布されたことに伴い、かすみがうら市国民健康保険税条例

の一部を改正する必要が生じたため。 
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 地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分をもって制定したかす

みがうら市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

 平成２９年３月３１日 

 

かすみがうら市長            

 

平成２９年かすみがうら市条例第１１号 

 

   かすみがうら市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 かすみがうら市国民健康保険税条例（平成１７年かすみがうら市条例第１０

１号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２７条第２号中「２６万５千円」を「２７万円」に改め、同条第３号中「４

８万円」を「４９万円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後のかすみがうら市国民健康保険税条例の規定は、平

成２９年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成２８年度分

までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 

 

かすみがうら市国民健康保険税条例 新旧対照表 

改正前 改正後 
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第27条 (略) 

(1) (略) 

(2) 法第703条の5に規定する総所得金額及

び山林所得金額の合算額が33万円に被保険

者及び特定同一世帯所属者1人につき26万5

千円を加算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者(前号に該当する者を除く。) 

 ｱ～ｶ (略) 

(3) 法第703条の5に規定する総所得金額及

び山林所得金額の合算額が33万円に被保険

者及び特定同一世帯所属者1人につき48万

円を加算した金額を超えない世帯に係る納

税義務者(前2号に該当する者を除く。) 

 ｱ～ｶ (略) 

第27条 (略) 

(1) (略) 

(2) 法第703条の5に規定する総所得金額及

び山林所得金額の合算額が33万円に被保険

者及び特定同一世帯所属者1人につき27万

円を加算した金額を超えない世帯に係る納

税義務者(前号に該当する者を除く。) 

 ｱ～ｶ (略) 

(3) 法第703条の5に規定する総所得金額及

び山林所得金額の合算額が33万円に被保険

者及び特定同一世帯所属者1人につき49万

円を加算した金額を超えない世帯に係る納

税義務者(前2号に該当する者を除く。) 

 ｱ～ｶ (略) 

 附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成29年4月1日から施行す

る。 

(適用区分) 

2 この条例による改正後のかすみがうら市

国民健康保険税条例の規定は、平成29年度

以降の年度分の国民健康保険税について適

用し、平成28年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。 
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